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平成 28 年熊本地震による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて 

 

標記につきまして、厚生労働省健康局総務課他より別添のとおり連絡がありま

したのでお知らせいたします。 

本件は、平成 28 年熊本地震による被災者の公費負担医療の請求の取扱いが示

されたことに関するものです。 

同被災において被保険者証等を提示せずに受診した場合の取扱いにつきまして

は、平成 28 年 4 月 15 日付け日薬業発第 18 号にてお知らせしたところですが、

今般、公費負担医療の取扱いが示されました。 

取り急ぎお知らせいたしますので、該当都道府県薬剤師会におかれましては、

貴会会員へご周知くださいますようお願い申し上げます。 



事 務 連 絡

平成２８年４月１５日

関 係 団 体 御中

厚生労働省健康局

総 務 課

がん・疾病対策課

結 核 感 染 症 課

難 病 対 策 課

厚生労働省雇用均等・児童家庭局

母 子 保 健 課

厚生労働省社会・援護局

保 護 課

援 護 企 画 課

援 護 ・ 業 務 課

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

精神・障害保健課

平成28年熊本地震による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

健康行政、社会福祉行政及び援護行政につきましては、日頃より多大なる御協力を賜

り心から御礼申し上げます。

今般、別添のとおり都道府県民生・衛生主管部（局）宛て通知いたしましたのでご

連絡いたします。

貴団体におかれましても関係者への周知を図っていただきますよう、よろしくお願

申し上げます。

用件のみにて失礼いたしますが、緊急事態であることを御理解の上、御協力賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。
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平成28年熊本地震による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

健康行政、社会福祉行政及び援護行政につきましては、日頃より多大なる御協力を賜

り心から御礼申し上げます。

今般の熊本県熊本地方の地震による被災に伴い、関連書類等を紛失あるいは家庭に残

したまま避難していること等により、公費負担医療を受けるために必要な手続をとるこ

とができない方がいらっしゃる場合も考えられます。

つきましては、そのような場合においても、被災者の保護及び医療の確保に万全を期

す観点から、各制度について、当面別紙１のとおり、被爆者健康手帳や患者票等がなく

ても、①別紙の各制度の対象者であることを申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を

確認することにより受診できるものとし、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関

でも受診できる取扱いといたします。また、当該被災者に係る公費負担医療の請求等の

取扱いについては、別紙２のとおり取り扱われるようお願いします。

なお、（公社）日本医師会等に対しましても、この取扱いにつき、協力依頼を行う予

定であることを申し添えます。

また、被保険者証等を保険医療機関に提示できない場合の取扱いについては、当省保

険医療担当部局より、別添の通り事務連絡「平成28年熊本県熊本市地方における地震に

よる被災者に係る被保険者証等の提示等について」が発出されていることを併せて申し

添えます。

<抄>

matsuda-narumi
長方形



別紙１

（１）原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

被爆者健康手帳（認定疾病の場合においては認定書及び被爆者健康手帳）の提出が

できない場合においても、医療機関において、被爆者健康手帳の交付を受けている者

であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるも

のとする。

また、緊急の場合は、指定医療機関及び一般疾病医療機関以外の医療機関でも受診

できるものとする。

なお、毒ガス障害者救済対策事業の医療手帳が提出できない場合についても同様と

する。

（２）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 37 条の２の結核患者
に対する医療に係る患者票の提出ができない場合においても、医療機関において、患

者票の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認する

ことにより、受診できるものとする。

また、緊急の場合は、結核指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。

（３）難病の患者に対する医療等に関する法律

特定医療費の支給認定を受けた指定難病の患者が医療受給者証の提出ができない場

合においても、医療機関において、当該医療受給者証の交付を受けている者であるこ

とを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。

また、緊急の場合は、受診する指定医療機関と当該医療受給者証に記載する指定医

療機関の名称が異なる場合においても受診できるものとし、さらに、指定医療機関以

外の医療機関でも受診できるものとする。

（４）特定疾患治療研究事業

特定疾患治療研究事業の受給者証の提出ができない場合においても、医療機関にお

いて、受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所

を確認することにより、受診できるものとする。

また、緊急の場合は、同事業の委託契約を結んだ医療機関以外の医療機関でも受診

できるものとする。

（５）肝炎治療特別促進事業

肝炎治療特別促進事業の受給者証の提出ができない場合においても、医療機関にお

いて、受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所

を確認することにより、受診できるものとする。

また、緊急の場合は、同事業の指定医療機関等以外の医療機関でも受診できるもの

とする。



（６）児童福祉法

① 療育券の提出ができない場合においても、医療機関において療育券の交付を受け

ている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受

診できるものとする。

また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。

② 小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けた医療費支給認定保護者が、医療受給

者証の提出ができない場合においても、医療機関において、当該医療受給者証の交

付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することに

より、受診できるものとする。

また、緊急の場合は、 指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関でも受診

できるものとする。

（７）母子保健法

養育医療券の提出ができない場合においても、医療機関において、養育医療券の交

付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することによ

り、受診できるものとする。

また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。

（８）生活保護法

医療券の提出ができない場合においても、医療機関において、被保護者であること

を申し出、氏名、生年月日、住所及び福祉事務所名を確認することにより、受診でき

るものとする。

また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。

（９）中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律

本人確認証の提出ができない場合においても、医療機関において、被支援者である

ことを申し出、氏名、生年月日、住所及び支援給付の実施機関名を確認することによ

り、受診できるものとする。

また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。

（10）戦傷病者特別援護法
療養券の提出ができない場合においても、医療機関において、療養券の交付を受け

ている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診

できるものとする。

また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。

（11）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律



自立支援医療受給者証を提示できない場合においても、医療機関において自立支援

医療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を

確認することにより、受診できるものとする。

また、緊急の場合は、受診する指定自立支援医療機関と自立支援医療受給者証に記

載する指定自立支援医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支給認定の変

更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定自立支援医療機関以外の医療機

関でも受診できるものとする。




